
は じ め に

日本政府は2010年12月に「幸福度に関する研究会」を立ち上げ，2011年に報告書（幸福

度に関する研究会 [2011]）を公表している。

世界的にも，国連開発機構（UNDP）による人間開発指標（Human Development Index ;

HDI) (国連開発機構 [2011] など各年版)，Clifford W. Cobbらが提唱し，日本でも一部

の研究者や地方自治体が試算している「真の進歩指標」(Genuine Progress Index ; GPI)2)，

Osberg と Sharpe による Index for Economic Well-Being (IEWB) (Osberg and Sharpe

[2005])，フランスのサルコジ大統領の諮問を受けたスティグリッツ委員会（Stiglitz et al

[2009a], [2009b], [2010]）など厚生指標にかんするいくつかの試みがある。

このような状況を背景にして2011年に坂本光司・幸福度指数研究会『日本で一番幸せな

県民』[2011]（以下,『幸せな県民』と略称）がマスコミで話題になった3)。なお，日本に
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1) 小稿作成に当たって，データ入力に関して大阪経済大学小川ゼミナール３回生の学生諸君に協力し
てもらった。ここに記して感謝する。

2) GPIについては，アメリカの NPOである Redefiningが計測している（Talberth et al [2006])。邦
文では牧野 [2008] および中野・吉川 [2006] などを参照されたい。兵庫県 GPIの試算について
は，地域の豊かさ指標研究会他 [2010] および兵庫県統計課 [2011] 参照。GPIに対する私見につ
いては別稿でいずれ論じる予定である。

3) 朝日新聞の記事｢日本一幸せなのは「福井県民｣ 法政大院調査｣ (『朝日新聞』2011年11月10日朝刊）
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集計指標に関する一考察
｢幸福度｣の都道府県比較を手がかりに1)

要旨
日本政府は2010年に幸福度研究会を立ち上げ，マスコミでも坂本光司らの『日本で一番幸

せな県民』が話題になっている等，幸福度の測定が注目されている。しかし,『日本で一番幸
せな県民』は，変数選択・集計方法についてほとんど検討していない。とりわけ，変数に所得・
消費と文化を含まない点，および変数を順位の十分位でスケーリングするという大きな問題を
持っている。この点を確認することによって，社会指標を単一の集計指標へ集計する際に考慮・
検討すべき点を確認する。そのために，国連開発機構（UNDP）の人間開発指標に準じた指標
等を計算して都道府県間比較を行った。
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おける都道府県ランキングについては，田村 [2012] 第３章第３節などを参照されたい。

これらの取り組みに対する筆者の基本的な考えを予め述べておく。国内総生産（GDP)

だけを政策目標・政策評価基準とするのは適当ではない4)。政策目標として国内総生産以

外に所得格差是正・社会資本・教育・医療・自然環境など多面的なものが存在する。それ

らの指標に関する統計体系として，日本では「社会生活統計指標」が作成されている。筆

者は単一の集計指標への集計は慎重にすべきだと考えている。すなわち,「諸指標→政策

立案者（政府・首長）あるいは政策評価者 (有権者) の社会的効用関数→政策選択・判断」

という一連の政策判断の材料として社会状況に関する諸指標が存在し，どの指標を判断材

料とし，どのようなウェイトを置くか，という判断は政策立案者・評価者の権限であり，

首長選出・議員選出・議会内外での議論によって社会的に形成されるべきものである。そ

のような過程は，上記の諸関係者が社会的効用関数を形成していく過程と見ることができ

る5)。研究者や研究機関が自らの社会的効用関数に基づく評価関数によって単一の集計指

標化するのは，社会的な政策判断に個人の効用関数・評価を押しつける越権行為である。

OECDが2011年に公表した OECD Better Life Index (http://www.oecdbetterlifeindex.org/)

はインターネット上で各分野へのウェイトを利用者が指定して，各国の指標値を計算する

ものであり，筆者はこの方向を支持する。

さまざまな変数を単一の指標 (場合によっては補足的な指標を伴う複数指標）へと集計

された指標を集計指標 (Composite Index) と呼ぶが，研究者や研究機関による社会的厚

生水準の集計指標化は，判断・ウェイト付けに対して，判断材料を提供する，という限ら

れた役割と意味づけにとどめるべきである。Osbergと Sharpeは，まず社会の厚生は多次

元であることを強調しており（Osberg and Sharpe [2005] p 313)，彼らの IEWBは最終的

には１本の集計指標にまとめられているが，その前段階で4領域ごとの集計指標を提示し

ている（Osberg and Sharpe [2009])。スティグリッツ委員会は，福利の多次元性を強調し

た上で6)，単一の集計指標化ではなく複数指標で構成される制御盤（dashboard）を推奨し

ている (Stiglitz et al [2009a] p 17, Stiglitz et al [2009b] p 27�28, Stiglitz et al [2010] 邦訳

p 21)。OECD [2011] も，所得・資産から生活の安全，および主観的幸福度にいたる11領
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など。
4) たとえば，胡錦濤中国共産党総書記（国家主席）は第18回中国共産党大会における中央委員会報告
で，｢国内総生産，都市・農村の１人当たりの所得とも，2020年までに2010年の２倍にする」とい
う目標を掲げている（『朝日新聞』2012年11月09日 朝刊)。

5) 筆者の考え方はアマルティ＝センの影響を受けている。１つは，成果評価に際して，帰結だけでな
く選択手続きにも注目すべきだというアマルティア＝センの「非帰結主義」(鈴村・後藤 [2001]
p 106）である。もう１つは，価値評価が社会的実践の結果であり，公共的討議と民主的な了解と
受容が必要であるとする主張である（鈴村・後藤 [2001] p241)。

6) スティグリッツ委員会は「福利は多次元である。少なくとも原理的には，これらの次元は同時に考
慮されるべきである｡」と述べて，８つの次元 物質的生活水準（所得，消費，富)・健康・教育・
労働を含む個人活動・ 政治的発言権と統治・社会的結び付きと関係・環境（現在および将来の状
況)・身体的および経済的危険性 を挙げている（Stiglitz et al [2009a] p 14)。



域にわたる指標体系であり，等ウェイトにより集計した単一指標も記載している（訳書 p

34）が，あくまでウェイトの変化が全体に及ぼす「実例」(訳書 p 34）にすぎない。

小稿では『幸せな県民』を手がかりに，幸福度 私見では厚生水準の単一の集計指標

化計算と呼ぶべき物 の測定，およびその解釈に際して，考慮すべき問題点を確認して

いきたい。

１．集計指標化にさいして検討すべき諸局面

まず単一の集計指標化に際して検討すべき諸点を整理しておく。

Salzman [2003] は，指標選択・関数型・変数のスケーリング・集計・ウェイトという

５局面を挙げて，検討している7)。Booysen [2002] は指標の解明と評価のための次元とし

て，内容（どの局面を測定するか)，技術と方法（量的/質的，客観的/主観的，基数的/

序数的，１次元/多次元)，比較応用（空間的/時間的，絶対的/相対的)，焦点（投入・手

段/産出・結果)，明確性と単純性，入手可能性，柔軟性，という７つの次元を上げてい

る。

指標選択の局面は，集計に含めるべき個別の指標の選択を，集計指標作成者の主観によ

るか，あるいは指標間の相関最小化によるか，あるいは主成分分析等によるか，という問

題である。関数型の局面は，線型か対数線型かなどという問題である。スケーリングとは，

単位や規模の相違する複数の指標を同程度のサイズに縮約するという一種の標準化であり，

非標準化，対基準年指数，Z値8)，序数，線形縮尺 (LST)9) などの手法の選択の問題であ

る。集計の局面とは，複数の指標を単一の集計指標にまとめる際に合計・積・累乗和等の

うちどれを用いるかという問題である。ウェイトの局面とは，各個別指標にどのようなウェ

イトをつけて集計するかという問題である。

小稿では，主として指標選定・ウェイト・標準化について検討する。

２.『日本で一番幸せな県民』を手がかりに

『幸せな県民』は，40指標を選択し，各都道府県のそれらの順位十分位の合計で，都道

府県の幸福度の順位付けを行っている。その際，指標選択・集計方法について検討不十分

であり，単一の集計指標化の是非についても検討している様子が読み取れない。本節では，

これらの問題点を順次見ていく。
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7) IEWBについては兵庫県統計委員会で牧野松代が紹介している（兵庫県統計委員会20111年第１回
資料『兵庫県「豊かさ指数」試算に向けて』)。

8) 小稿第２節 (2) で説明するように，Z値（または t値）は次のように定義される。
Z値＝ (原データ平均)／標準偏差

9) 小稿第２節 (3) で説明するように，線形縮尺（LST）は次のように定義される。
LST値＝ (原データ最小値)／(最大値－最小値)
負方向の指標，すなわち値が大きくなるほど効用水準の下がる指標では

LST値＝ (最大値－原データ)／(最大値－最小値)



� 指標の選び方

『幸せな県民』は40指標 (表１参照)の選択に関して，以下のような不十分性がある。
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表１『日本でいちばん幸せな県民』指標

正/ ｢社会生活統計

＊ 負** 指標名 原統計 年*** 年2**** 指標｣分類 IEWB領域

○ 1 合計特殊出生率 人口動態統計 2009 2009 人口・世帯

○ 2 負 未婚率 人口動態統計 2005 2005 人口・世帯

3 転入率 住民基本台帳 2009 2010 人口・世帯

4 交際費比率 家計調査 2009 2010 家計 消費

5 持ち家比率 住宅・土地統計調査 2008 2008 居住 資産

○ 6 １人当たり畳数 住宅・土地統計調査 2008 2008 居住 資産

○ 7 下水道普及率 下水道処理人口普及率 2009 2004 居住 資産

○ 8 負 生活保護被保護実員比率 福祉行政報告例 2008 2009 福祉・社会保障 経済的平等

○ 9 保育所収容定員比率 福祉行政報告例 2010 2010 教育 資産

○ 10 負 離職率 就業構造基本調査 2007 2007 労働 経済的安全・失業のリスク

○ 11 負 総実労働時間 毎月勤労統計調査 2009 2010 労働

12 有業率 就業構造基本調査 2007 2007 労働 経済的安全・失業のリスク

○ 13 正社員比率 就業構造基本調査 2007 2007 労働 経済的安全・失業のリスク

○ 14 継続就業希望者比率 就業構造基本調査 2007 2007 労働 経済的安全・失業のリスク

15 有業者の平均勤続就業期間 就業構造基本調査 2007 2007 労働 経済的安全・失業のリスク

○ 16 負 完全失業率 労働力調査 2010 2010 労働 経済的安全・失業のリスク

○ 17 障がい者雇用比率 障碍者雇用の状況集計結果 2010 2009 福祉・社会保障 経済的安全・失業のリスク

18 負 欠損法人比率 国税庁統計 2008 2010 経済基盤 経済的安全・失業のリスク

19 作業所の平均工賃 作業所の平均工賃 2009 2010 福祉・社会保障 経済的安全・失業のリスク

○ 20 負 10万人当たり刑法犯罪認知
件数 犯罪統計資料 2010 2009 安全 経済的安全・失業のリスク

○ 21 負 10万人当たり公害苦情件数 公害苦情調査 2009 2009 安全 経済的安全・失業のリスク

○ 22 負 10万人当たり交通事故発生
件数 交通事故の発生件数 2009 2010 安全 経済的安全・失業のリスク

○ 23 負 10万人当たり出火件数 火災の状況 2009 2009 安全 経済的安全・失業のリスク

○ 24 負 延実労働時間当たり労働災
害件数 労働災害動向調査 2008 2009 福祉・社会保障 経済的安全・失業のリスク

○ 25 負 １人当たり地方債現在高 都道府県決算状況調 2008 2009 行政基盤 資産

○ 26 負 １世帯当たり負債現在高 家計調査 2009 2009 家計 資産

○ 27 １世帯当たり貯蓄現在高 家計調査 2009 2009 家計 資産

○ 28 65歳以上1人当たり老人福
祉費 都道府県決算状況調 2008 2009 福祉・社会保障 経済的安全・失業のリスク

29 負 手助けや見守りを要する者
の率 国民生活基礎調査 2007 2010 健康・医療 経済的安全・失業のリスク

○ 30 負 悩みやストレスのある者の
率 国民生活基礎調査 2007 2010 健康・医療 経済的安全・失業のリスク

31 負
悩みやストレスを相談した
いが誰にも相談できないで
いる者の率

国民生活基礎調査 2007 2010 健康・医療 経済的安全・失業のリスク

○ 32 1日の休養・くつろぎ時間 社会生活基本調査 2006 2006 生活時間 消費

○ 33 1日の趣味・娯楽時間 社会生活基本調査 2006 2006 生活時間 消費

○ 34 負 １人当たり医療費 国民医療費 2009 2008 福祉・社会保障 経済的安全・失業のリスク

○ 35 10万人当たり病院＋診療所
の病床数 医療施設調査 2008 2010 健康・医療 経済的安全・失業のリスク

○ 36 10万人当たり医師数 医師・歯科医師・薬剤師調査 2008 2010 健康・医療 経済的安全・失業のリスク

37 10万人当たり老衰死亡者数 人口動態統計 2009 2005 健康・医療 経済的安全・失業のリスク

○ 38 負 10万人当たり自殺死亡者数 人口動態統計 2009 2010 健康・医療 経済的安全・失業のリスク

○ 39 平均寿命（男） 都道府県別生命表 2005 2005 健康・医療

○ 40 平均寿命（女） 都道府県別生命表 2005 2005 健康・医療

*○：小稿第３節で30指標削減時に使用した指標 ***『日本でいちばん幸せな県民』の各指標の調査年
**「負」：上昇すると効用低下と扱う指標 ****小稿第３節の計算で使用した指標の調査年



指標の選定分野

『幸せな県民』の全40指標を総務省｢社会生活統

計指標」の分野わけに従って分類すると (表２)，

重視されている分野は健康・医療 (９指標)，労働

(７指標)，福祉･社会保障 (６指標)，安全 (４指標)

であり，自然環境 (０指標)，文化・スポーツ (０

指標)，経済基盤 (１指標)，行政基盤 (１指標)，

教育 (１指標)の分野は軽視あるいは無視されてい

る10)。

同様に Index of Economic Well-Bing (IEWB) の

４つの領域 (Osberg and Sharpe [2005])11) にしたがっ

て表１に示したように分けると，経済的安全・失業

のリスク (23指標）が極めて重視され，ついで居住

条件などを含む広義の「資産」(７指標）が重視さ

れ，消費 (７指標）および経済的平等 (１指）が軽視されている。なお，IEWBは対象を

経済面に限定しているので，人口と文化に関する指標６つは分類していない。

とくに，所得を除外していることは大きな問題である。所得あるいは消費が社会的厚生

水準あるいは幸福度の重要な要因の１つであることに異論のある人はいないだろう。HDI

や GPIもスティグリッツ委員会も所得あるいは消費を重要要因としている。所得の除外

は社会的厚生水準に関する複合指標として不十分であり，所得水準の高い大都市部が『幸

せな県民』で低順位となっている大きな要因である。

文化・スポーツ分野の除外にも疑問がある。人口10万人あたりの図書館および博物館12)

を見ると北陸３県はやや下がり，長野・山梨・島根が上位にある (表３)。博物館数で京

都が高いが，概してこの２面でも大都市部は意外に高くない。映画館の数は,『幸せな県

民』と順位がかなり相違し，福岡・東京など都市部が比較的に上位になり，富山と石川は

下位である13)。
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10) もっとも，労働，健康・医療，福祉･社会保障，安全を重視した『幸せな県民』で大阪府が最下位
だと計算されたことは，大阪府はこれらの分野で他県に比べ劣っていることを示している。それを
確認して，これらの分野の改善の方向を定める，あるいは大阪府としてはこれらの分野の改善は必
要ないと判断する，というのが社会指標のあるべき使用法である。

11) IESWの４領域については注６と同様に兵庫県統計委員会で牧野松代が紹介している。
12) ｢総合博物館・科学博物館・歴史博物館・美術博物館・野外博物館・動物園・植物園・動植物園・
水族館」(｢社会生活統計指標」2012年版「基礎データ説明｣)

13) 大阪府は，図書館数44位・博物館数46位であり，文化面でも下位にある｡『幸せな県民』が取り上
げている労働，健康・医療，福祉･社会保障，安全の分野と同様に，文化施設の面でも大阪府は相
対的に他県より劣っているわけである。図書館・博物館について，大阪はむしろ縮小の方向を目指
しているように，思われる。

表２ 「社会生活統計指標」分類によ
る『幸せな県民』の指標数

Ａ 人口・世帯 3
Ｂ 自然環境 0
Ｃ 経済基盤 1
Ｄ 行政基盤 1
Ｅ 教育 1
Ｆ 労働 7
Ｇ 文化・スポーツ 0
Ｈ 居住 3
Ｉ 健康・医療 9
Ｊ 福祉・社会保障 6
Ｋ 安全 4
Ｌ 家計 3
Ｍ 生活時間 2



指標の意味・解釈

『幸せな県民』には，指標の意味・解釈について

もいくつかの疑問がある。

「交際費｣・｢医療費｣・｢老衰死者数」は幸福度へ

の影響が，上昇・増加すれば幸福度上昇という正の

指標か，あるいは逆方向の負の指標か，不確かであ

る｡『幸せな県民』は「交際費」を，友人達との飲

食・遊興費と理解しているようだが，｢家計調査」

の定義では「贈答用金品及び接待用支出並びに職場，

地域などにおける諸会費及び負担費｣ (総務省「家

計調査」収支項目分類及びその内容例示 (平成22年

１月改定)）となっており，地域や職場などでの共

同体的なつきあい支出の面が強く，個人主義的な性

向の者から見ればむしろ負の指標のように思える。

｢医療費｣，正確に言えば｢国民医療費」も，傷病者

が多いという負方向の指標と理解されているようだ

が，手厚い医療を受けているという正方向の指標の

可能性もある。｢老衰死者数」は，他の傷病での死

亡が少ないという意味で正方向の指標と『幸せな県

民』は理解しているようだが，傷病名が特定化され

ていないことは，果たして幸福度を高めているのだ

ろうか。

転出率が負方向の指標とされているが，社会異動

率（＝転入率－転出率）のほうが，値域移動に関す

る適切な指標だろう。転出率だけを指標とするのは，

地域的流動性が低いほうが望ましいという特定の価

値観に基づいており，その結果として転入率・転出

率ともに高い大都市部を低く評価することになって

いる。

指標の調査年

大阪最下位と喧伝されているが,『幸せな県民』

が述べる都道府県の幸福度順位はどの年についての

ものなのか，意識されていないように見える。実は

『幸せな県民』の利用した指標の対象年は2005年か

ら2010年までさまざまであり (表１)，何年におけ

る幸福度順位なのか表明できないのである。指標の
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表３ 人口10万人当たり文化施設数

図書館 博物館 常設映画館
年 2008 2008 2009
1 山梨 長野 福岡
2 富山 山梨 熊本
3 長野 富山 広島
4 島根 島根 東京
5 鳥取 石川 鳥取
6 福井 福井 福井
7 高知 京都 長崎
8 秋田 岡山 宮崎
9 石川 岩手 香川
10 徳島 奈良 大分
11 滋賀 愛媛 山口
12 山口 滋賀 長野
13 岩手 高知 三重
14 岐阜 新潟 岩手
15 鹿児島 佐賀 秋田
16 新潟 山口 兵庫
17 岡山 山形 茨城
18 福島 栃木 青森
19 山形 和歌山 静岡
20 東京 大分 北海道
21 愛媛 静岡 福島
22 広島 北海道 高知
23 和歌山 鹿児島 群馬
24 香川 群馬 愛媛
25 大分 三重 和歌山
26 京都 岐阜 沖縄
27 沖縄 広島 滋賀
28 北海道 長崎 山形
29 長崎 鳥取 栃木
30 熊本 徳島 愛知
31 佐賀 香川 大阪
32 青森 秋田 宮城
33 静岡 熊本 新潟
34 奈良 福島 千葉
35 栃木 東京 山梨
36 埼玉 兵庫 岐阜
37 三重 茨城 鹿児島
38 千葉 宮崎 富山
39 宮崎 千葉 京都
40 福岡 沖縄 岡山
41 群馬 愛知 奈良
42 茨城 宮城 島根
43 兵庫 神奈川 佐賀
44 大阪 福岡 石川
45 宮城 青森 神奈川
46 愛知 大阪 徳島
47 神奈川 埼玉 埼玉
出所）『社会指標統計体系』2012年版



年次の不統一は，データ数の大きさ，およびデータの選択の際に指標の数・入手しやすさ・

速報性等への考慮が不十分なこととも関係する。

指標間の相関

指標の選択に当って指標間の相関は低いほうが望ましいと言われる (Osberg and Sharpe

[2005])。つまり，相関の高い指標同士は意味が類似しているので１つに縮約すべきだと

いうことである。そこで,『幸せな県民』が使用している40指標の相関係数をみると，意

外に相互の相関は低い (表４)。この面においては，問題はあまり無いようである。

� スケーリング・集計方法

使用する指標ごとに単位や規模が相違する場合に，そのまま変換せずに集計すると，指

標ごとの単位や規模の差が集計指標に影響する。さらには，散らばり (分散・標準偏差）

も当該単位で表現され，また規模の差に影響される。したがって，各指標を変換しないで

集計すると，各指標の単位や規模，散らばりの相違が，集計指標に影響することになる。

そこで，通常は何らかの方法によって各指標の規模を揃えることになる。それをスケーリ

ング (縮尺）と呼ぶ。

本来，各指標の実数値を効用測度に変換して，その効用の総計で，地域間比較をすべき

である。しかしながら効用は直接には測定できないから，効用と比例しそうに指標の実数

値を変換するわけである。

『幸せな県民』は，個別の指標を順位の十分位によってスケーリングし，ウェイトせず

に単純合計し，その合計によって都道府県の幸福度の順位付けている。

順位の十分位

『幸せな県民』は，各指標について全47都道府県の順位 (正方向の指標については降順，

負方向の指標については昇順) を十分位化し，１位から５位に10点，６位から10位に９点，

……41位から45位に１点，46位から47位に０点と変換し，その得点を集計している。順位

の十分位によるスケーリングである。

順位の十分位では，同一分位内での順位差，たとえば当該指標順位１位から５位の中で

の差は無い，と扱っている。したがって，単純な順位 (１位から47位) のそのままの集計

に比べて，各分位内の差が捨象される。

順位

各指標の順位そのもので集計すれば，順位十分位に比べて同一分位内での順位差は取り

入れられる。しかし，まだある指標の都道府県格差・散らばりの大小は反映しない。たと

えば，生活保護被保護実員比率では47位大阪府・46位北海道・45位高知県と大きな差があ

るが (2009年で大阪府29.36％・46位北海道27.25％45位・高知県24.18％)，順位で見ると

２順位および１順位の差だけになる。
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線形縮尺 (linear scaling technique ; LST)

線形縮尺 (LST) は，国連開発機構の人間開発指標 (HDI) によってスケーリングに採

用されている方法である (国連開発機構 [2007])。IEWBも Osberg and Sharpe [2009]

では LSTを導入している。LSTは，次のように定義される。(人間開発機構 [2007] テク

ニカルノート)

LST値＝(原データ最小値)／(最大値－最小値)

負方向の指標，すなわち値が大きくなるほど効用水準の下がる指標では，次のような式

となる。

LST値＝(最大値－原データ)／(最大値－最小値)

単純合計による集計指標の場合，LSTの第 j県の第 i指標 (すべて正方向のデータとし

て説明する；以下同じ) は，次のとおりである。

��������������������	���������

��������	�����������������	��������

ただし，

����：第 j県の LST集計値

���：第 j県の第 i指標の値

�	��：第 i指標の最大値

����：第 i指標の最小値14)

上式の第２項は全県に共通の定数だから，(�	�������) を第 i指標のウェイトとした

実数値���の加重平均と解釈することもできる。

LSTは値の範囲が [0, 1] に収まるから (�	�������) を用いた標準化の一種である。

したがって指標の都道府県格差・散らばりの大小は反映しない。

Z値

Z値 (あるいは t値) は，いわゆる偏差値であり，平均値＝０；標準偏差＝１ となる

ように次の式によって変換している。

Z値＝(原データ平均)／標準偏差

大阪経大論集 第63巻第６号122

14) 実際の指標の中の最小値ではないことに注意が必要である。国連開発計画 [2010] の HDIのよう
に，

HDI＝LSTでスケ－リングした値の積
（あるいはその1/3乗）として計算する場合，Minを実際の最小値とするならば，ある分野の LST

値が最小の地域はその指標の LST＝0 となり，他分野の LST値に関わりなく，総合指数＝0 と
なる。｢最小値」を「人間開発の必要に達しない」と評価していることにわけである。そこで,『人
間開発報告書』2010年版（国連開発機構 [2010]）は対象年たる2010年ではなく2008年における最
小値（2010年の実際の最小値より小さい）で2010年 HDIを計算している。最小値の設定により，
HDIは変化するなどの問題もある。いずれ LSTによるスケ－リングについて別稿で検討したい。



単純合計による集計指標の場合，Z値の第 j県の第 i指標は，次のとおりである。

�����������������

���������������

ただし，

��：第 j県の Z集計値

��：第 i指標の平均値

��：第 i指標の標準偏差

第２項は全県に共通の定数だから，第 i指標の標準偏差分の１によるスケーリング，と

見ることもできる。

標準偏差＝１ に標準化しているのだから，Z値は指標間の散らばりの差は反映しない。

各指標の散らばりの差はウェイトによって表現すると言う考え方である。

多くの集計指標では Z値や LSTが推奨されている。ウェイトはスケーリングと別に論

じる，という考え方だろう。しかし実際にはウェイトを明示的に使用している集計指標は

少ない。

対全国平均

単純合計による集計指標；第 j県の第 i指標

������������

��������	��
������

ただし，

��：第 j県の対全国平均値の集計値

上式の第２項は全県に共通の定数だから，第 i指標の変動係数������をウェイトとし

て Z値を加重平均したものである。

対全国平均は，標準偏差を標準化していないから，指標間の散らばりの差を反映してい

る。つまり，ある指標の都道府県格差・散らばりの大小を反映している。各指標の値が効

用と比例し，都道府県差が大きな指標・小さな指標が実際の効用の大小に対応している仮

定しているスケーリングである。

このスケーリングは，標準偏差をウェイトとして Z値を加重平均したとも解釈できる。

集計指標ではあまり用いられてないが，ウェイトについて明示的に扱わない場合に一種の

ウェイトとして使用可能であると考え，小稿ではスケーリングの１つとして使用する。

以上で見てきたように『幸せな県民』の用いた順位十分位によるスケーリングは大変に

初歩的で，各指標の都道府県の差のうち捨象される部分が大きい手法である。
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� ウェイト

個々の指標 (あるいはそのスケーリング済み値) を集計指標へ集計する際，ウェイトを

つけることができる。加重平均によって集計する場合であれば，加重のウェイトに相当す

る。各指標（のスケーリング値）の効用への影響の大きさを，ウェイトによって表現する

わけである。

IEWBは４領域の指標を１つの集計指標へ集計する際に明示的なウェイトを用いている

が（Osberg and Sharpe [2009] p 10)，明示的にウェイトを付けていない集計指標も覆い｡

『幸せな県民』はウェイトについて検討した様子が無く，ウェイト無しの単純合計をして

いる。なお，Saltzmanが指摘するように，集計し表計算に際して用いる分野ごとの指標

数は暗示的な各分野のウェイトとなる (Saltzman [2003] p 20)。したがって,『幸せな県

民』は，指標数の多い分野 健康・医療，労働，福祉・社会保障，安全 に大きなウェ

イトを暗示的に掛け，指標数の少ない分野 自然環境，文化・スポ－ツ，経済基盤，行

政基盤，教育 に小さなウェイトを掛けたことになる (Osberg and Sharpe [2005])。

３．各種の方法による集計指標

本節では『幸せな県民』と異なるスケーリング・指標・集計方法による都道府県比較を

試みる。それによって，各種のスケーリング・指標・集計方法の特徴を見る。

� スケーリング

『幸せな県民』と同一の40指標を用いて，スケーリング方法を変更して，どのように順

位が変わるか見る。ただし，一部の指標は入手可能な最新年に変更している (表１)。い

ずれも『幸せな県民』と同様にウェイト無しで合計している。

順位十分位・順位・Z値・LST・対全国平均の５つの方法でスケーリングすると表５の

ような順位となる。

東京の順位が15位�19位�11位�11位�９位となる。東京には飛び離れて高い指標があり，

それが順位十分位と順位では十分反映されず，Z値・LST・対全国平均では反映されてい

るためである。

順位十分位から LSTでは１位石川�２位富山�３位福井だったが，対全国平均では，１

位富山�２位福井�３位石川へと最上位で順位入れ替わっている。これも非常に高い指標が

反映されているか否かということによると思われる。

大阪府は，順位によるスケーリングでは46位だが，他の４つのスケーリングでは最下位

である。大阪府は，ここで使用されている指標の分野 健康・医療，労働，福祉･社会

保障，安全 に関する水準が実際に全般的に低い，ということである。

� 30指標へ削減

小稿第１節で述べたように『幸せな県民』の40指標には疑問のあるものがある。それら

を省いて30指標で (表１)，スケーリング・集計方法は変化させずに集計してみた。
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対全国平均によるスケーリングと

同様に，順位十分位から LST では

１位石川�２位富山�３位福井だった

が，対全国平均では，１位富山�２

位福井�３位石川へと最上位で順位

入れ替わっている（表５)。30指標

で見ても，大阪府は最下位である。

� HDIに準じた指標

国連開発機構による人間開発指標

(HDI)に準じた指標選択・スケーリ

ング・集計で，都道府県府県比較を

試みよう。HDI 方式の指標選択・

スケーリング・集計方法は次のとお

りである。

指標：一人当たり国民所得，平均

寿命 (０歳の平均余命)，教育 (平

均就学年数と就学予測年数の LST

値)の３指標

スケーリング：LST

ただし所得については，所得の

効用逓減を仮定して

（log (当該地域データ)－log

(最小値))／(log (最大値)－ log

(最小値))

と対数変換値に対して LST を適

用。

集計方法：HDI＝(３項目の LST

値の積)1/3

小稿では，HDI に準じて次の３

指標を用いる。

一人当たり所得：一人当たり家計

所得 (『県民経済計算年報』の資料

上の問題で「移転所得」は含まない)

平均寿命 (０歳の平均余命)：男

女の単純平均
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表５ 各種の方法による集計結果

順位
十分位

順位 Z値 LST
対全国
平均

対全国平
均30指標

1 石川 石川 石川 石川 富山 富山
2 富山 富山 富山 富山 福井 福井
3 福井 福井 福井 福井 石川 石川
4 鳥取 滋賀 滋賀 滋賀 鳥取 鳥取
5 滋賀 佐賀 鳥取 鳥取 滋賀 島根
6 長野 長野 長野 長野 島根 長野
7 佐賀 鳥取 熊本 熊本 熊本 熊本
8 島根 山梨 島根 山梨 長野 山口
9 熊本 香川 佐賀 島根 東京 滋賀
10 岐阜 熊本 山梨 佐賀 山口 徳島
11 山梨* 岐阜 東京 東京 長崎 岐阜
12 新潟* 島根 岐阜 岐阜 奈良 秋田
13 奈良* 岡山 奈良 長崎 佐賀 福島
14 香川 三重 長崎 新潟 山梨 新潟
15 東京 長崎 新潟 奈良 神奈川 大分
16 長崎 新潟 香川 岡山 岐阜 香川
17 沖縄* 静岡 岡山 栃木 栃木 長崎
18 三重* 奈良 山口 山口 秋田 愛媛
19 神奈川 東京 神奈川 香川 新潟 佐賀
20 愛知 愛知 千葉 静岡 群馬 栃木
21 岡山 沖縄 栃木 神奈川 京都 三重
22 秋田 徳島 静岡 茨城 徳島 奈良
23 栃木 群馬 茨城 愛媛 福島 岡山
24 山口 和歌山 京都 千葉 大分 広島
25 京都 山口 愛媛 群馬 茨城 和歌山
26 徳島 栃木** 三重 三重 千葉 山梨
27 茨城* 京都** 大分 愛知 香川 群馬
28 静岡* 茨城 徳島 大分 愛媛 岩手
29 和歌山 神奈川 群馬 京都 広島 東京
30 群馬* 鹿児島** 愛知 徳島 岩手 茨城
31 大分* 大分** 鹿児島 鹿児島 岡山 京都
32 千葉 秋田 秋田 福島 三重 神奈川
33 北海道 宮崎 福島 秋田 宮城 兵庫
34 鹿児島 山形 和歌山 和歌山 和歌山 鹿児島
35 山形 愛媛 沖縄 沖縄 愛知 静岡
36 広島* 兵庫 高知 高知 静岡 愛知
37 福島* 福岡 広島 宮崎 鹿児島 宮城
38 愛媛* 北海道 兵庫 広島 兵庫 千葉
39 兵庫* 千葉 北海道 北海道 沖縄 北海道
40 宮崎 福島 宮崎 宮城 北海道 福岡
41 岩手 広島 埼玉 山形 埼玉 山形
42 宮城* 埼玉 宮城 兵庫 高知 高知
43 福岡* 岩手 山形 埼玉 福岡 青森
44 埼玉 高知 岩手 岩手 宮崎 沖縄
45 高知 宮城 福岡 福岡 青森 宮崎
46 青森 大阪 青森 青森 山形 埼玉
47 大阪 青森 大阪 大阪 大阪 大阪

* 山梨・新潟・奈良は同順 ** 栃木・京都
沖縄・三重は同順 鹿児島・大分は同順
茨城・静岡は同順
群馬・大分は同順
広島・福島は同順
愛媛・兵庫は同順
宮城・福岡は同順



教育：高等教育進学率＝中学の高校進学率×高校の進学

率 (私立学校における県外在住生徒の問題は捨象)

スケーリングは LSTによって行った。ただし，所得の

最小値は生活保護基準 (都市部３人家族でおよそ150万円)

から50万円として計算した。実際の最小値を用いなかった

理由は前節で述べたとおりである。

集計方法：『人間開発報告書』2010年版 (国連開発機構

[2011]）と同様に次の式で求めた。

HDI＝(３項目の LST値の積)1/3

東京が１位，愛知�京都�神奈川が続いており，大都市部

が上位になっている (表６)。大阪府も10位である。沖縄

が最下位である。所得と高等教育進学率が影響しているた

めだと考えられる。

同じ３指標でスケーリングの方法を変えて単純合計で集

計すると，対全国平均合計では HDIと類似の順位である

が，順位合計では東京都１位は変らないものの,『幸せな

県民』で上位の石川�滋賀�富山が神奈川に続いて上位になっ

ている。LSTよりも順位によるスケーリングのほうが大

都市部における所得の突出した高さの影響が，HDIの対

数変換による効用逓減の導入にもかかわらず，小さいため

だと考えられる。

� 家計所得との加重平均

『幸せな県民』の40指標に家計所得を加えると，都道府

県の順位はどう変るか見てみよう。加重平均で仮にウェイ

トを『幸せな県民』１：所得１および２：１の２つで試算

する。

すなわち，ウェイト１：１では次のように集計する。

�������＋家計所得 j

ただし，

���：『幸せな県民』で使用されている指標 i，第 j県

の値

家計所得 j：第 i県の家計所得

ウェイト２：１

���������＋家計所得 j
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表６ 所得・教育・寿命の指
標集計(2005年)

HDI
対全国
平均

順位
合計

1 東京 東京 東京
2 愛知 神奈川 神奈川
3 京都 愛知 石川
4 神奈川 京都 滋賀
5 広島 広島 富山
6 兵庫 兵庫 広島
7 奈良 奈良 奈良
8 富山 富山 京都
9 山梨 大阪 愛知
10 大阪 三重 福井
11 滋賀 山梨 長野
12 石川 石川 静岡
13 福井 滋賀 山梨
14 三重 静岡 岡山
15 静岡 埼玉 兵庫
16 埼玉 福井 三重
17 岡山 千葉 埼玉
18 岐阜 長野 千葉
19 千葉 栃木 岐阜
20 栃木 岡山 大阪
21 長野 岐阜 新潟
22 徳島 徳島 香川
23 群馬 群馬 群馬
24 茨城 茨城 栃木
25 香川 香川 島根
26 福岡 福岡 大分
27 和歌山 新潟 茨城
28 愛媛 和歌山 徳島
29 新潟 愛媛 熊本
30 大分 山口 福岡
31 島根 大分 宮城
32 山口 島根 山形
33 山形 宮城 愛媛
34 宮城 山形 山口
35 高知 高知 佐賀
36 佐賀 佐賀 鳥取
37 北海道 北海道 和歌山
38 鳥取 福島 沖縄
39 福島 鳥取 宮崎
40 秋田 秋田 高知
41 宮崎 熊本 北海道
42 熊本 宮崎 福島
43 長崎 長崎 長崎
44 青森 青森 鹿児島
45 鹿児島 岩手 秋田
46 岩手 鹿児島 岩手
47 沖縄 沖縄 青森



家計所得については『県民経済計算年報』2012

年版を資料とし，資料上の問題（東京都の移転所

得が推計されていない）のため移転所得は省いて，

次の式のように定義した。

家計所得＝雇用者報酬＋家計財産所得 (純)

＋個人企業所得

『幸せな県民』40指標と2009年度の家計所得を，

対全国平均でスケーリングして集計すると，どち

らのウェイトでも東京が１位で，大都市部の神奈

川・愛知および,『幸せな県民』で上位の富山・

石川・福井が続いており，沖縄が最下位である

（表７)。ただしウェイト２：１で計算すると愛

知は富山・石川・福井の次になる。大阪はウェイ

ト１：１で17位，２：１で27位である。加重平均

だから当然ではあるが，所得水準がかなり影響し

ており,『幸せな県民』で使用している指標も影

響している，ということである。

なお，2000年における一人当たり GPIの都道

府県別試算では東京都が１位で，愛知県に次いで

大阪府は３位と上位のようである (中野・吉川

[2006] 図４)。GPIは重要要素として消費を含む

ためかと思われる。
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表７ 県民幸福度と所得の加重平均指
標による順位

指標１ 指標２
1 東京 東京
2 神奈川 神奈川
3 愛知 富山
4 富山 石川
5 埼玉 福井
6 長野 愛知
7 千葉 長野
8 石川 滋賀
9 福井 千葉
10 滋賀 埼玉
11 三重 山口
12 山口 栃木
13 茨城 茨城
14 栃木 三重
15 京都 京都
16 兵庫 岐阜
17 大阪 奈良
18 広島 山梨
19 静岡 広島
20 岐阜 兵庫
21 奈良 新潟
22 山梨 静岡
23 新潟 宮城
24 宮城 島根
25 岡山 群馬
26 群馬 岡山
27 島根 大阪
28 北海道 鳥取
29 香川 香川
30 福岡 熊本
31 徳島 徳島
32 和歌山 北海道
33 福島 福島
34 熊本 和歌山
35 大分 福岡
36 鳥取 大分
37 山形 佐賀
38 岩手 岩手
39 佐賀 長崎
40 高知 山形
41 長崎 秋田
42 秋田 高知
43 青森 愛媛
44 愛媛 鹿児島
45 鹿児島 青森
46 宮崎 宮崎
47 沖縄 沖縄

注）家計所得は2009年度
指標１：ウェイト『幸せな県民』１対所得１
指標２：ウェイト『幸せな県民』２対所得１



結びに代えて

小稿で見てきたように，指標選択・スケーリングの方法・集計方法，とくに指標選択に

よって集計指標の結果は大きく相違する。したがって，集計指標は政策判断の１材料とい

う程度の見方が適当だろう。集計指標の計測・解釈には慎重さが求められ，その結果が独

り歩きする危険性を認識しておくべきである。

『日本で一番幸せな県民』で幸福度最低とされた大阪府では，府知事・大阪市長ダブル

選挙にかかわって，府知事が市長攻撃の材料として使ったため，とくに話題となった

（｢大阪，指標も真っ向 平松氏と橋下氏，別の調査をＰＲ材料に｣『朝日新聞』2011年11

月16日大阪版朝刊)｡『日本で一番幸せな県民』は基本的には都道府県単位だから，大阪市

ではなく大阪府の状態に関する評価だったのだが，それはさておいても，集計指標が安易

に政治利用される望ましくない一例である。

（終わり）
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